
広島国際空港株式会社助成事業実施要領

制定 2021年2月 1日

改正 2021 年 4月 16日

（目的）

第１条 この要領は、地方公共団体等が空港騒音の影響を受ける住⺠の生活環境等の改善、空

港周辺地域の活性化及び空港の利用促進を図るために実施する事業に対する広島国際空港

株式会社（以下「ＨＩＡＰ」という。）による助成に関して定めたものです。

（助成対象事業の範囲）

第２条 助成の対象となる事業は、次に掲げるものです。

(1) 空港周辺生活環境等の改善を図るための事業

・航空機騒音測定機器整備事業

・騒音対策事業の一部としての空調機器等整備事業

・移転跡地、公園等整備事業

・共同利用施設バリアフリー等改修事業

・空港周辺地域生活環境整備事業

・共同利用施設等資器材整備事業

教育施設・共同利用施設等資器材整備事業

体育・文化施設等資器材整備事業

・消防車・救急車等整備事業

(2) 空港周辺地域の活性化を図るための事業

・空港周辺地域活性化事業

(3) 空港の利用促進を図るための事業

・空港利用促進事業

２ 建物の建設及び改修、道路の整備、下水道工事等の公共工事的事業並びに施設の維持運営

費等は、原則として助成の対象としません。

３ 教育施設及び公共利用施設等に係る助成の対象となる施設については、別表のとおりです。

（対象空港及び対象地域）

第３条 対象空港は、HIAP が管理運営する空港とします。

２ 前項の対象空港における助成対象地域は、第 2 条第 1 項第 2 号および第 3 号の事業を除

き、原則としてLden57 デシベル以上の区域とします。

３ 前項の規定にかかわらず、消防車・救急車等整備事業の対象については、国と「航空機事

故消火救難協定」等を締結し、かつ空港標点から原則として 9キロメートル以内に存する消

防機関とします。



（助成対象者）

第４条 助成対象者は、次のとおりです。

(1) 地方公共団体

(2) 空港利用促進協議会またはそれに準ずる団体（第 2条第 1項第 2号及び第 3号の事業を

実施する団体に限る。）

（助成金の額）

第５条 助成金の額は、予算の範囲内で決定するものとし、助成率は原則として事業費の 80％

以内とします。

２ 消防車・救急車等整備事業については、前項の規定にかかわらず、助成率は事業費の 45％

以内とします。

ただし、1事業毎に 4,500 万円を超えない金額を限度とします。

３ 空港利用促進事業については、第 1 項の規定にかかわらず、1,200 万円を超えない金額を

限度とします。

４ 教育施設・共同利用施設等資器材整備事業については、第 1 項の規定にかかわらず、1 施

設毎に 200 万円を超えない金額を限度とします。

（助成金交付申請書の提出）

第６条 助成金交付申請者は、第 4条第 1号及び第 2号に定める者とします。

２ 第 4条第 1号または第 2号に定める助成対象者が助成金の交付申請をする場合は、当該者

の⻑はHIAPが別に指定する期日までに、「助成金交付申請書」（第 1号様式）をHIAPに提

出するものとします。

３ 前 2項の規定にかかわらず、助成金の交付を緊急に必要とする場合その他HIAP が特に必

要があると認めた場合は、この提出期限にかかわらず、助成金の交付を申請することができ

ます。

（助成金の交付決定通知）

第７条 HIAP は助成金の交付申請があった場合には、申請の内容について審査し、助成金を

交付することが適当であると認めたときは、「助成金交付決定通知書」（第 2号様式）により

交付の決定通知を行うものとします。

（事業計画の変更等）

第８条 助成金交付申請者は「助成金交付決定通知書」に記載されている事項を変更する場合

は、あらかじめ変更（中止を含む。）の理由及び経費の積算を記載した「事業計画変更（中止）

申請書」（第 3号様式）をHIAP に提出し、承認を受けるものとします。

２ HIAP は前項の申請について内容を審査したうえで、予算の範囲内で「事業計画変更（中

止）決定通知書」（第 4号様式）により助成金の交付の変更（中止を含む。）の決定通知を行

うものとします。

（事業の実施中における報告徴収及び調査）



第９条 HIAP は本事業の適正を期するため、必要がある場合は助成金交付申請者または助成

金交付団体に対して、事業の実施状況について報告を求め、また調査を行うことができます。

（事業完了報告書の提出）

第 10 条 助成金交付申請者は、事業完了の日から 15 日以内に「事業完了報告書」（第 5号様

式）をHIAPに提出するものとします。

（検査）

第 11 条 HIAP は、事業完了後必要に応じ検査を行うものとします。

（助成金交付確定通知）

第 12 条 HIAP は、「事業完了報告書」の内容について審査したうえで「助成金確定通知書」

（第 6号様式）により助成金交付申請者に助成金交付確定額を通知します。

２ 確定額は、交付決定額を限度として事業費総額に「助成金交付決定通知書」に記載された

助成率を乗じた額とします。

（助成金交付請求書）

第 13 条 助成金交付申請者は、「助成金確定通知書」を受領した後 5日以内に「助成金交付請

求書」（第 7号様式）をHIAPに提出するものとします。

（助成金の交付）

第 14 条 助成金は、原則として事業完了後の一括払いとします。

（助成標識の掲示）

第 15 条 助成事業者は、当該助成事業により取得した物件等に対して、HIAP から助成された

旨を掲示してください。

附則

本要領は、2021 年 2 月 1 日から施行し、同年 4月以降実施する事業から適用する。

以上


